
都道府県労働局労働基準部長 殿

基 安 労 発 第 1116001号

平 成 19年 11月 16日

厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課長

じん肺健康診断及びじん肺管理区分の決定におけるDR(FPD)写真の取扱い等につ

いて

じん肺法 (昭和35年法律第30号,以下 ｢法｣という｡)に基づき､じん肺健康診断及びじん肺管理

区分の決定 (以下 ｢じん肺健康診断等｣という｡)においては,エックス線写真を用いることとされて

いるO

近年,エックス線写真に関しては,医療機関において,デジタル写真の…種である ｢半導体平面検

出器を搭載した-般撮影装置による写真｣ (以下 ｢DR(FPD)写真｣というO)が普及しつつあるO

これを踏まえ､専門家による検討を行ったところ､一定の条件下でI)a(FPD)写真をじん肺健康診

断等に使用することが可能であるとの結果が得られたことから,今般.じん肺健康診断等に用いるレ

ントゲン写真がDR(FPD)写真である場合の留意事項等を下記のとおり示したので,その実施及び貴管

下の関係医療機関への周知につき遺憾なきを期せられたいD.

記

第IDR(FPD)写真の各種条件について

じん肺健康診断等において,DR(FPD)写真を用いて検査を行う場合には,当該DR(FPI))写真につ

いては,別添 ｢じん肺健康診断等のためのDR(FPD)撮像表示条件｣に定めるところによること｡

第2I)A(FPD)写真によるじん肺審査について

地方じん肺診査医は,じん肺管理区分の決定の申請にI)R(FPD)写真が添付されていた場合には,

以下に定めるところにより審査-を行うことo

l審査を行う前に,別添 ｢じん肺健康診断等のためのDR(FPD)撮像表示条件｣に定める各嘩条件

のすべてを満たしていることを別紙 ｢DR(FPD)撮像表示条件確認表｣により確認すること｡

21の確認に際し,必要がある場合には,法第40条第1項の規定に基づき,提出されたDR(FPD)写

真の投影を行った医療機関又は医師に対 し,当該写真の緩影条件又は画像処理条件等について質

問を行うこと｡



3DR(FPD)写真によるじん肺のエックス線写真の像の区分の判定は,従来どおり ｢じん肺標準

エックス線フイルム｣ (昭和53年)を用いて行うこと｡

4じん肺管理区分の決定の審査を行う際のDR(FPD)写真の条件については,別添 ｢じん肺健康診

断等のためのI)R(FPD)撮像表示条件｣に定める条件とし,これ以外の条件によるDR(FPD)写真の審

査は行わないこと｡

5別添 ｢じん肺健康診断等のためのDR(FPD)撮像表示条件｣に定める条件によらないDR(FPD)写

真の提出があった場合には.法第13条第3項の規定に基づき,検査実施命令文は物件提出命令を行

い.適正なエックス線写真により管理区分の決定の審査を行うこと｡

第3その他

＼

今後新たにじん肺健康診断等に用いるデジタル写真の条件案を作成する場合については,別に

添付する ｢じん肺健康診断等へのDR(FPD)の使用に関する検討会報告書 仲 央労働災害防止協会

平成19年10月)｣を参考とすることとしたのでご承知おきたい｡

(今後､別紙に掲げるメーカ-以外の者等からDR(FPD)写真等の撮影表示条件についての問い合

わせがあった場合には､本省に問い合わせるよう指導されたい｡)



(別添)

じん肺健康診断等のためのDR(FPD)撮像表示条件

1 撮影条件 :

電圧 110-140lkV]

焦点被写体間距離 180-200lcm]

出力サイズ ライフサイズ
(半切または大角フイルム)

撮影倍率 等倍撮影
(縮小撮影は認めない)

撮影条件表示 出力フイルムに ｢メーカー毎画像処理条件｣が分かるように表示すること ◆
(メーカー毎に後述)

グリッド 限定しない
I(じん肺診査ハンドブックのグリッドの条件にも制約されない)

2 画像処理条件 (一般的表記):

階調処理

周波数処理

肺野部の最高濃度を 1.6-2.0程度とすること

マルチ周波数等処理を行わないこと

3 メーカー毎画像処理条件 (50音順):

キヤノン パラメータ 撮像表示条件

E. *あるいは1

D *****

対応濃度 (GCSに続く数値) 17-20

表示場所 : 可変｡

表示例 : 例えば写真中央下部などに ｢RE‡300,E*,
D*****GCS17,14｣などと表示される｡-RE‡に続く

数値は条件には関係なく,Eは*あるいは1,Dは*****

と表示され,GCSは 17-20,14-17の幅で表示され

る｡



島津 パラメータ 撮像表示条件
W 11500-12500
i 6000-6500

表示場所 : 写真左下部

表示例 : 例えば ｢W12000L6000.EO｣などと出力

される｡Wは 11500-12500,Lは 6000-6500の幅で

表示され,Eは 0と表示されるO

シーメンス パラメータ J撮像表示条件

SF 0′***

H. 0/***

LI甘 8

W 2300--3300
C 1900-2300,

表示場所 : フイルム面の左下と右下

表示例 : SFは0/***,Ht声0/***と表示され,W
は2300-3300,Cは1900-2300の幅で表示される｡



GE パラメ-夕 . 撮像表示条件
Contrast(C). 119--130
Brightness(B) 152-157

表示場所 : 可変

表示例: 例えば写真左下部に｢JINPAIE=1/C=119
/B=152｣などと表記される.Cは 119-130,Bは

152-157の幅で表示され,Eは1と表示されるO

点† パラメータ 撮像表示条件

WL 1800-2400
WW 11200-2800
G 07
D 0
I ′0
E 00

表示場所 : 可変

表示例 : 例えば写真左下部に ｢WL'2159,WW2021,
GOT,DO,IO,EOO｣などと表示されるoWLは1800
-2400,W附ま1200-2800の幅で表示され,Gは07,
Dは0,Ⅰは0,Eは00と表示される｡



日立 パラメータ 撮像表示条件

フィルター 0′-3
マスクサイズ 5

DRC 0
γ 3
WL 2100
WW 3850J

表示場所 : 4隅のうちの1箇所

表示例: フィルタ-は0-3の幅で表示され,マ

スクサイズは5,DRCは0,γは3,WLは2100,WW

は3850と表示される｡

フィリップス パラメータ 撮像表示条件

'Density (D) 15-17
Gamma(G) 40-.45
NC(N) 一 oo-03

表示場所 : 写真下部左

表示例 : 例えば ｢ISD16G43DCEOONOl｣など

と表示される｡Dは 15-17,Gは40-45,㌢=ま00
-03の幅で表示され,DCEは00と表示される｡



(別紙)

DR(FPD)撮像表示条件確認 表

審査受付条件 申請者の撮像表示条件

撮影条件 ＼

電圧[kⅥ lュo.-140

焦点被写体間距離 【cm] 180.-200

出力サイズ ライフサイズ (半切又は大角フイルム)

撮影倍率 等倍撮影 (縮小撮影は認めない)

緩影条件表示 出力フイルムにメーカ-毎画像処理条件が分かるように表示すること

画像処理条件 (一般的表記)

階調処理 (肺野部の最帯濃度) 1.6-2.0程度

周波数処理 / マルチ周波数等処理を行わないこと

メ-カー毎画像処理条件 (50音順)

パラメ-夕 撮像表示条件

辛ヤノン E *あるいは 1

D + *****

対応濃度 (GCSに続く数値) 17.-20

コントラス ト(上記に続く数値) 14-17

島津 W 11500-12500
L 6000.-6500
E 0

シIメンス SF 0/***

H 0/***

Lt汀 8

W- 2300～3300

C 1900-2300

GE .i Con,trast(C) 119′-130

Brightness(B) 152-157

Edge(E) 1

.義芝 ～ WL 1800.-2400

WW 1200.-2800

G1 07

D 0

Ⅰ 0

E 00

!i目 l立 ‡ii フィルター 0-3

マスクサイズ 5
DRC' 0

γ . 3
WL 2100

WW 3850

i Density(D) 15-17

ブ イ GaTnma(G) 40-45

ス リ NC(N)ヽ 00-03
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1 はじめに

じん肺法 (昭和 35年法律第 30号｡)に基づい

たじん肺健康診断は,同法第 3条により,｢直接

撮影により撮影された胸部全域のエックス線写

真によって行う｣とされている｡このじん肺健康

診断の結果を基礎として,地方じん肺診査医の診

断又は審査によりじん肺管理区分を決定する｡

国内のデジタル技術の進歩により増感紙-フ

イルムを用いたアナログ方式の替わりに,イメ-

ジング･プレ-トにエックス線情報を蓄積記録さ

せ レ-ザ一光 によ り読み出す方式 Computed
Radiography(以下 ｢CR｣というO)が昭和 58年
(1983年)に富士写真フイルム株式会社により実

用化され,さらに平成 10年 (1998年)には,堰

感紙 と半導体平 面検 出器 (FPD:Flat.Panel
Detector)を組み合わせた DigitalRadiography
(以下 ｢DR(FPD)｣というO)がキヤノン株式会社

によって実用化された｡

これらにより,フイルム ･チェンジヤといった

従来のアナログ撮影装置に替わり,CRやDR(FPD)
といったデジタル撮影装置を購入する施設が増

加し,じん肺健康診断等にデジタル写真を使用す
ることが求められるようになってきた｡

CR写真については,平成 13年6月25日付け基

安労発第 19号厚生労働省労働基準局安全衛生部

労働衛生課長通知 ｢じん肺管理区分決定の審査に

おける CR写真の取扱い等について｣により,一

定の条件下の CR写真を健康診断及びじん肺管理

区分の決定 (以下 ｢じん肺健康診断等｣という｡)

に使用することが既に認可されているO

-方,DR(FPD)による静止画撮影装置は,平成

19年 6月時点で 1,100台程度が稼動しており,CR
と比べ DR(FPI))は駆動部が少なく設置面積が小さ

い,時間当たりの撮影枚数が多いなどの理由によ

り,健診施設へさらに普及すると予想されているO

しかし,DR(FPD)はじん肺健康診断等の利用が認

められていないため健診業務に支障を来たす場

合もあり,じん肺健康診断等における DR(FPD)写
真の使用が望まれている｡

DR(FPD)写真をじん肺健康診断等に使用し,じ

ん肺管理区分の決定が適切に行われるためには,

エックス線写真によるじん肺の型の判定が,現行

のアナログ写真による場合とDR(FPD)写真による

場合とで異ならないことが必要である｡.

平成 17年度から2カ年にわたる厚生労働科学

研究費補助金による ｢職業性呼吸器疾患の予防及

び健康管理に関する研究 (主任研究者 :相滞好

袷)｣により,じん肺健康診断等にDR(FPD)写真を

導入することの妥当性について研究が行われ,辛

成 19年 3月にその報告書が厚生労働省に提出さ
れた｡

本検討会では,厚生労働省からの委託を受け,

相躍らの研究報告を踏まえ DR(FPD)写真のじん肺

健康診断等への使用について結論を得るために,

相浮沈の協力を得て具体的事例によるアナログ

写真,DR(FPD)写真の検証 ･確認を行った｡本報

告書は,その検討結果をとりまとめたものであるO

なお,エックス線撮影技術は日進月歩であり,

今後CR写真,DR(FPD)写真以外の新しいデジタル

写真の開発や,新しいメ-力-の参入等が起こり

うることは否定できないOしかしながら,これら

の新しい手法による写真が普及したとしても,そ

の後にじん肺健康診断等に使用できるか否かの

検証作業が行われるために,使用できるまでに相

当の期間が生じてしまい,じん肺健康診断受診者

やじん肺健康診断を実施する医療機関等にとっ

て,不便が生じることとなる｡以上のことから,

今後のデジタル技術進歩に対応した条件設定の

在り方についても検討し,報告書の中に記した｡

ll 粉じん作業従事労働者等の健康管理

1 じん肺法

じん肺法は,じん肺に関し,適正な予防及び健

康管理その他必要な措置を誇ずることにより,労

働者の健康の保持その他福祉の増進に寄与する

ことを目的として,昭和 35年 (1960年)に制定
された｡

2 じん肺健康診断

じん肺法第3条によるじん肺健康診断は,次の
方法によって行うものと定められている｡

(∋ 粉じん作業についての職歴の調査

② 直接撮影による胸部全域のエックス線写真
による検査

③ 胸部に関する臨床検査

④ 肺機能検査

⑤ 結核等合併症に関する検査

粉じん作業に従事する労働者及び粉じん作業

に従事する労働者であった者は,これらの方法に

よるじん肺健康診断の結果に基づき,じん肺管理

区分の決定がなされる｡

3 じん肺管理区分の決定
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(粉 じん作菜労藤巻)

粉 じん作策戦歴調査

絢部ムツクス線振鯵放資

じん脚 見 ト ) じ描 写見 (+)(料

胸鮮稀尿検査

都道府県労働基準

局港の鼻ずる検査

じん鹿管理区分

じん肺管理区分は,じん肺健康診断結果に基づ

普,エックス線写真の像及び肺機能障害の有無に
より決定される｡

都道府県労働局長は,事業者等からのエックス

線写真及びじん肺健康診断の結果を証明する書

面等の提出を受けて,地方じん肺診査医の行う診

断又は審査により,じん肺管理区分の決定をするO

地方じん肺診査医による審査におけるエック

ス線写真像の区分の判定は,じん肺健康診断で撮
影したエックス線フイルムとじん肺標準エック

ス線フイルムとを見比べて行われる｡

‖ DRtFPD)の原理と普及状況

1 CRとDR(FPD)の原理

CRは,従来の増感紙-フイルムの替わりに輝尽

性蛍光体板(イメージング･プレート)を使用し,

エックス線情報をイメージング･プレートに蓄積

記録させ,蓄積記録したエックス線の読取は,イ

メージング･プレートにレーザー光を照射して輝

尽発光させて,その輝尽発光光を光電子倍増管や

電荷結合素子 (CCD:chargecoupleddevice)に

より読取り,デジタル情報に変換する｡

一方,DR(FPD)は,従来のフイルムの替わりに

半導体平面検出器を使用したもので/エックス線

情報を可視光情報に変換する増感紙は,従来のア

ナログ方式と変わらない｡システムにより,アナ

ログ方式と同じ希土類蛍光体を使っているもの

と,エックス線テレビなどの蛍光面に用いられる
ヨウ化セシウム蛍光体を使っているものがある｡

つまり,可視光情報をフイルムで受光するのが

アナログであり,可視光情報を半導体平面検出器

などでデジタル情報に変換した画像をフイル

ム ･イメージヤに転送し,フイルムに出力するの

が DR(FPD)である｡レーザー光を照射して読み出

す必要があるCRと比べ,DR(FPD)の方が原理的に

はアナログに近いといえるOデジタル写真もアナ

ログ写真と同じようなフイルムに出力している

ので,シャウカステンに掛け,じん肺標準エック
ス線フイルムと比較することが可能である｡

なお,今回の検討対象とした ｢半導体平面検出

器を搭載した一般撮影装置｣は,薬事法では ｢X

線平面検出器出力読取式デジタルラジオグラフ｣
あるいは ｢据置型デジタル式汎用Ⅹ線診断装置｣

(以下 ｢X線平面検出器出力読取式デジタルラジ

オグラフ等｣をいう｡)としてメーカー各社から
申請されており,本報では,これら‡線平面検出

器出力読取式デジタルラジオグラフ等を DR(FPD)
としている｡光電子増倍管 (ImageIntensifier)
から出力された画像を‡線 TVカメラで受け､ゼ

デオ信号化し､デジタル変換を行い画像出力する

透視 撮影 装置 (LI.I)R:ImageIntensifier
DigitalRadiogra頭y)をDRと称することもある

が,本報ではこれは含めない｡またデジタル撮影

装置として,レンズとCCDを用いて蛍光像を写真

撮影するシステムなども存在するが,直接撮影で

はなく光学的に縮小撮影されており,原理も性能

も異なる｡このため,DR(FPD)には含めない｡
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2 DR(FPD)の特徴

CRに比べてのDR(FPD)の長所は,一般的に以下

のようなものがあるO

① ダイナミック ･レンジが広く,最適な画像処

理を行うため,濃度が安定した画像を出力可

能である｡

② 撮影と処理が一体化されているので,撮影後

数砂で撮影された画像がモニタに表示され,

現像処理しなくても患者の呼吸の状態やポ

ジショニングなどを確認でき,検査処理能力

が高い｡

(卦 損影のためにイメージング･プレートを交換

する作業を必要としないO】

④ 撮影部がコンパクトな設計で,しかも揺影時

にレーザ-走査などの駆動機構がないため,

検診バスなど車載に適する｡

(9 デジタル情報として保存されるため,過去画

像の検索,再出力が容易である｡

⑥ Ⅹ線検出効率が高いので,画質を低下させず
撮影時の被曝線量の低減が可能である｡

⑦ モニタ-装置での観察も可能であり,フイル
ムレス時代に適合した装置である｡

一方,CRに比べてのDR(FPD)の短所は,一般的

に以下の点が挙げられる｡

① 画像 1枚あたりの容量が大きい｡

② ポータブル撮影には対応していない0

3 画像処理

DR(FPD)の画像処理は,CRの画像処理と同様で

大きく分けて,階調処理と周波数処理の二つがあ

る｡階調処理とは,デジタル情報を出力する際に
濃度とコントラストを調整する処理である｡

周波数処理とは,鮮鋭な画像を得るために特定

の周波数領域を強調する処理である｡

画像処理のパラメ-夕の名称は DR(FPD)メーカ

-各社により異なるが,その役割は同じである｡

4 DR(FPD)の普及状況

｢FPD搭載デジタル‡線設置医療機関名簿｣(｢月
刊新医療｣2006年 11月号)によれば,わが国に

おける各年 9月時点でのI)R(FPD)の設置施設数と

設置台数等は以下のとおりである｡

平成 16年平成 17年平成 18年
施設数 292 365 468
設置台数 524 662 847
施設数対前年比 / 125% 128%

暮V DR(FPD)写真をじん肺健康診断等に使

用する際の基本的考え方について

事業者は,じん肺健康診断の結果,労働者の健

康を保持するため必要があると認めるときは,戟

業上適切な措置を講ずるよう努めるととも匿,適
切な保健指導を受けることができるための配慮

をするように努めなければならないとする規定

など,じん肺法では,事業者に労働者の健康管理

のための措置を義務付けており,じん肺管理区分

決定に連結する地方じん肺診査医の診断又は審

査は,社会的意義 ･影響が極めて大きいB

現行のじん肺審査は,提出されたフイルム (ア

ナログ写真又は CR写真)とじん肺標準エックス

線フイルムの比較により行われており,じん肺管

理区分決定における混乱を招かないためには,こ

れまでのアナログ写真と同等にじん肺標準エッ

クス線フイルムと比較読影ができ,同等の結果が

得られるようDR(FPD)写真の画像処理条件を設定

し,アナログ写真及び CR写真による審査との整

合性を図ることが必要である｡

∨ 設定すべき条件について

1 CR写真の条件

じん肺管理区分決定の審査における CR写真の

揺影条件については,以下のように定められてい
る｡

撮影条件

撮影条件 ○ 撮影は 110-140kVで行うO
○ 焦点被写体間距離については,

180-200cmとするO

装置等 ①グリッド

○ 高密度グリッドを使用するとき

は,授影電圧が 120kV前後なら格子
比を12:1とする○

○ 撮影電圧がそれ以上の場合は,可

能であれば,格子比を 14:1とする
ことが望ましいo

②空間分解能 (画素数)

○ フイルムサイズがフルサイズ (半

切)の場合は,ーイメージング.プレ
-トの読取り時の画素数を 3.500

画像処理条件

階調処理 肺野部の最高濃度が 1.6-2.0程度,

中央陰影の濃度が 0.15-0.25程度で
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周波数処 低空間周波数 (0周波数)成分に対

哩 して高周波数成分(例えば0.2cycle/
mm以上)におけるレスポンスが 1.0-
1.2倍程度の範囲であること○なお,

濃度に応じて周波数応答を変化させ

る場合であつても,上記範囲内である

富士写真 回転量(GA) 0.9-1.0
フイルム 階調シフト(GS) -0.2--0.1
株式会社 周波数強調度(RE) 0.0.-0.2

周波数ランク(RN) 4
コニカ株 肺野濃度 1.6.-1.8
式会社 強調度 0.1-0.3

マスクサイズ 7
LUT THX-2

コダック DensityShift -0.3J
株式会社 ContrastFactor 1.6.-I.8

MatriXSize 35.-75
HighDensityBoost 0,05.-0.1
LowDensityBoost 0.00-0.05.

2 DR(FPD)写真の条件

')
DR(FPD)写真を撮影する際に,撮影者の側で変

更可能又は選択が可能な条件には,撮影条件,装

置等,画像処理条件があり,これらの条件の設定

が必要である｡

撮影条件,装置等として具体的には,電圧,焦

点被写体間距離,投影サイズ,出力サイズを設定

する必要がある｡

また,DR(FPD)写真の画像処理条件は,CR写真

の画像処理条件と同様で,大きく分けて,階調処

理と周波数処理の2つがあるが,画像処理のパラ

メータの名称は DR(FYI))メーカ-各社により異な

ることから,メーカーごとのパラメ-夕条件の設

定が必要であるOさらに,これらについてはメー

カ-各社独特のもので普遍性がないため,CR写真

の条件においては,-般的表記による条件も設定

されており,DR(FPD)写真の一般的表記による条

件においても,Vlに記した条件と同等にする必

要がある｡

なお,これらパラメ-夕条件が正しく設定され

ているかどうかを出力されたフイルムにおいて

じん肺審査時に確認できることが必要である｡

V暮検討方法と結果

1 DR(FPD)写真の条件について

相躍らの平成 17年～18年度総合研究報告書の

結論では,｢平成 17年度および 18年度の研究に

おいて,適切な撮像表示条件で得られた DR(FYI))
画像は,じん肺エックス線分類の判定において,

従来のフイルムあるいは CR画像と同等の診断能

を有すると考えられた｡したがって,別表試案の

条件を満たせば,じん肺健康診断に使用すること

が可能であることが示唆されたO｣とされた｡

これを受けて,当検討会では,相躍らの協力を

得て,相棒らが設定した条件で撮影された 25症

例の DR(FPD)写真 とアナログ写真を借用し,

DR(FPD)写真とアナログ写真とでじん肺の型の区

分の判定が変わらないか否かを実際に比較読影

(2枚を並べて観察し､同等であるか否かを判定)

し,DR(FPD)写真をじん肺健康診断等に使用でき

るか否かの検証を行ったO

この結果,いずれの症例についても,アナログ

写真と DR(FPD)写真のじん肺の型の判定が一致す

ることが確認された｡

2 今後のデジタル写真の条件設定の決定方法
について

過去に CR写真の条件設定における経過や今回

の DR(FPD)写真の条件案設定における経過等を踏

まえて,今後のデジタル技術進歩に対応した条件

設定の在り方について,どのような検討を経るべ
きであるか検討を行った｡

CR写真の条件案設定の際には,PRO;3症例,

PRl;4症例,PR2;5症例,PR3;3症例,PR4;4
症例の計 19症例を対象として,じん肺診査医と

同等以上にじん肺に閑し学識経験を有する医師

目名による評価が行われ,いずれの症例もじん肺

の型が一致することが確認されているo

DR(FPD)写真の条件案設定の際には,PRO;7症

例,PRl;10症例,PR2;5症例,PR3;3症例,PR4;
0症例の計25症例を対象として,じん肺診査医と

同等以上にじん肺に関し学識経験を有する医師 5
名による読影実験 (1枚ずつ読影した結果の…致

度を判定)が行われ,kappa値が検討されている｡

VH 結論

1 DR(FPD)写真の条件について

DR(FPD)写嘉は,次頁以降に示す範囲内の条件

であれば,従来のじん肺審査に用いられているア

ナログ写真や CR写真と同等の画像が得られるこ

とから,じん肺審査への使用についての妥当性が
確認できた｡
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じん肺健康診断等のためのDR肝PD)撮像表示条件

1 撮影条件 :

電圧 ilo-140lkV]

焦点被写体間距離 180-200【cm】

出力サイズ ライフサイズ(半切または大角フイルム)

撮影倍率 等倍撮影
(縮小撮影は認めない)

撮影条件表示 出力フイルムに ｢メーカ-毎画像処理条件｣が分かるように表示すること
(メ-カー毎に後述)

グリッド 限定しない
(じん肺診査ハンドブックのグリヅドの条件に'も制約されない).

2 画像処理条件 (-般的表記):

階調処理 肺野部の最高濃度を 1.6-2.0程度とすること

3 メーカー毎画像処理条件 :

キヤノン パラメータ 撮像表示条件

E *あるいは1

D ■*****

対応濃度 (GCSに続く数値) 17-20

表示場所 : 可変｡

表示例: 例えば写真中央下部などに｢RE‡300,E*,･
D*****GCS17,14｣などと表示される｡RE‡に続く

数値は条件には関係なく,E時*あるいは1,Dは*****
と表示され,GCSは 17-20,14-17の幅で表示され
る｡
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島津 パラメータ 撮像表示条件
W 11500-ノ12500
L 6000-6500

表示場所 : 写真左下部

表示例 : 例えば ｢W12000L6000.EO｣などと出力

される｡Wは 11500-12500,Lは6000-6500の幅で

表示され,Eは0と表示される｡

シーメンス パラメータ 撮像表示条件

SF 0/***

H 0/***
LUT ､8､
W 2300-3300
C 1900-2300

表示場所 : フイルム面の左下と右下

表示例 : SFは0/***,斑はO/‡**と表示され,W
は2300-3300,Cは1900-2300の幅で表示される｡
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GE パラメータ 撮像表示条件
Contrast(C) 119.-130
Brightness(B) 152-157

表示場所 : 可変

表示例: 例えば写真左下部に｢JINPAIE=1/C=119
/B=152｣などと表記される｡Cは 119-130,Bは

152-157の幅で表示され,Eは 1と表示されるO

東芝 . パラメータ 撮像表示条件

WL 1800-2400
WW - 1200-2800
G 07
D 0
pI 0

表示場所 : 可変

表示例: 例えば写真左下部に ｢WL2159,WW2021,
GO7,DO,IO,EOO｣などと表示される｡WLは 1800
-2400,W耶ま1200-2800の幅で表示され,Gは07,
Dは0,Ⅰは0,Eは00と表示される｡
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日立 パラメータ 掩像表示条件

フィルター 0.-3
マスクサイズ 5

DRC 0
γ 3
WL 2100
WW 3850

◆ヽ

表示場所 : 4隅のうちの1箇所

表示例: フィルターは0-3の幅で表示され,マ

スクサイズは5,DRCは0,γは3,WLは2100,WW
は3850と表示される｡

フィリップス パラメータ 撮像表示条件

Density(D) 15-17
Gamma.(G) 40-45
NC(N). 00-03

表示場所 : 写真下部左

表示例 : 例えば ｢ISDIGG43DCEOO州)1｣など

と表示される｡Dは 15-17,Gは40-45,か‖ま00
-03の幅で表示され,DCEは00と表示される｡
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2 今後のデジタル写真の条件設定の決定方法

について

じん肺健康診断等に用いるデジタル写真の条

件案を今後新たに作成する場合に必要な検討過

程について,以下の結論を得た｡

(1)申請資料の作成について

(A)今後開発される方式のデジタル撮影装置に

ついて条件設定する場合(CR写真,DR(FPD)写真以

外の場合)

(∋条件案作成にあたっては,じん肺診査医と同等

以上にじん肺に関し学識経験を有する医師 5
名以上による,暦 に認められた撮影方式の写真

との読影実験を行い,Kappa値を解析すること｡

(多読影実験に用いる写真は,新たな方式のデジタ

ル撮影装置と既に認められた撮影装置とによ

り,同-ボランティアをほぼ同一の撮影条件

(管電圧,管電流,損影時間,焦点被写体間距

離)で,撮影されること｡これら写真の撮影日

の間隔が大きいとじん肺の進行等により写真

上の所見が変動する恐れがあることから,これ

ら写真の撮影は可能な限り 3カ月以内に行う

ことが望ましいこと｡

③ 読影実験に用いるじん肺症例は,PROからPR4
まで,それぞれ 3例程度とすること｡PROとPRl
については,判定が困難な事例もあることから

可能な限り多く収集することが望ましいことo

PR4については症例自体が少なくなっている
ことから,収集が困難な場合は症例数 0でもや

むを得ないこと｡

④ メ-カーによりパラメータ表示が異なること

から,一般的な条件を設定することが困難な場

合は,メーカー毎 (もしくは機種毎)に条件を設

定する必要があること｡

(B)既に認められた方式のデジタル撮影装置に

ついて新たに条件設定する場合 (CR写真,DR(FPD)
写真の場合)

① 件案作成にあたっては,じん肺診査医と同等

以上にじん肺に関し学識経験を有する医師 5
名以上による,既に認められた撮影方式の写真

との比較読影を行い､診断能の同等性を確認す

ることO

② 比較読影に用いる写真は,既に認められた方式

の新たなデジタル撮影装置と既に認められた

撮影装置により,同一ボランティアをほぼ同一

の撮影条件 (管電圧,管電流,撮影時間,焦点

被写体間距離)で,撮影されること｡これら写

真の撮影日の間隔が大きいとじん肺の進行等

により写真上の所見が変動する恐れがあるこ

とから,これら写真の鴇影は可能な限り3カ月

以内に行うことが望ましいこと｡

③ 比較読影に用いる写真は,じん肺症例に限らず

5例以上とし,症例毎の代表的な条件設定を収

集すること｡

④ 決められた条件設定のパラメータをフイルム

に表示すること

なお,申請資料の作成に当たっては,｢臨床研

究に関する倫理指針 (平成 16年厚生労働省告示

第 459号)｣の遵守が求められることは,言うま

でもないO

(2)条件の決定手続きについて

じん肺健康診断等は全国斉-的な基準により

運用されるべきであることから,(A)又は(B)によ

り準備された資料及び写真については,中央じん

肺診査医会に諮り,じん肺健康診断等に適当な条

件であるか否かを最終的に判定することが妥当

である｡
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